
契  約  書  

 

 公立大 学法人 滋賀 県立大学 理事長  廣川  能 嗣（以 下「甲 」という 。）と （落

札業者） （以下 「乙 」という 。）と は、 下記の条 項によ り、 複写サー ビスに 関す

る契約を 締結す る。  

 

記  

 

（契約の 目的）  

第１条  この契 約は 、乙が甲 に複写 サー ビスを提 供する に際 し、適切 な操作 方法

   を 指導す ると ともに、 機械が 常時 正常な状 態で稼 働し うるよう に保守 を行

   い 、機械 に必 要な消耗 品（用 紙を 除く機械 稼働に 必要 な消耗品 とする 。以

   下 「消耗 品」 という。 ）を円 滑に 供給する ことな らび に甲がこ れに対 して

   複 写サー ビス 料金を支 払うこ とを 目的とす る。  

 

（契約期 間）  

第２条   契約 期間 は、令和 ４年１ ０月 １日から 令和９ 年９ 月３０日 までと   

  する 。  

 

（機械お よび設 置場 所）  

第３条   機械 およ び機械の 設置場 所は 別記のと おりと する 。  

 

（複写サ ービス 料金 ）  

第４条   甲が 乙に 支払う複 写サー ビス 料金およ び計算 料金 は、別記 のとお りと

    する。 ただ し、別記 記載の 複写 サービス 料金に は消 費税およ び地方 消費

    税（以 下「 消費税等 」とい う。 ）を含ま ないも のと する。  

 

（複写サ ービス 料金 の請求）  

第５条   乙は 、毎 月末にお いて甲 の係 員の確認 を受け て、 複写サー ビス数 量を

    算出し 、前 条に規定 する複 写サ ービス料 金およ び法 令所定（ 消費税 法第

    ２８条 第１ 項および 第２９ 条な らびに地 方税法 第７ ２条の８ ２およ び第

    ７２条 の８ ３）の消 費税等 を甲 に対して 請求す るも のとする 。  

 

（複写サ ービス の支 払）  

第６条   甲は 、乙 から前条 による 適法 な請求書 を受理 した 日の翌月 末まで に支

    払うも のと する。  

 ２．   甲は 、自 己の責に 帰すべ き理 由により 消耗品 等代 金の支払 を遅延 した

    場合は 、乙 に対し前 項の期 間満 了の翌日 から支 払の 日まで年 ２．５ ％の

割合     で 計算 した遅延 利息を 加算 して支払 うもの とす る。  

 

（機械の 保守）  

第７条   乙は 、機 械を甲が 常時正 常な 状態で使 用でき るよ うに社員 を設置 場所

    に派遣 して 点検、調 整を行 うも のとする 。  

 ２．   機械 が故 障した場 合は、 甲の 要請によ り、乙 は社 員を派遣 して修 理に

    着手し 、速 やかに正 常な状 態に 回復させ なけれ ばな らない。  

  ３．   乙の 作業 の実施は 、乙所 定の 営業時間 内に行 うも のとする 。ただ し、

    やむを 得な い事情に より時 間外 に作業を 実施し た場 合は、乙 は甲に 対し

    て乙所 定の 料金を請 求する こと ができる 。  



 

（消耗品 の供給 ）  

第８条   ドラ ム、 ドラムカ ートリ ッジ 、感光体 ベルト 等の 感光体お よびデ ベロ

    ッパー につ いては、 乙の社 員の 点検また は甲の 通知 に基づき コピー 品質

    維持の ため 乙が必要 と認め たと きは、乙 はこれ を取 り替える ものと する 。 

  ２．   その 他の 消耗品に ついて は、 乙の指定 する者 の巡 回または 甲の申 し出

    によっ て予 備手持量 の不足 を知 ったとき は、乙 は当 該消耗品 を供給 する

    ものと する 。  

 

（機械お よび消 耗品 の所有権 ）  

第９条   機械 およ び消耗品 は乙に 属し 、甲はそ れらを 善良 な管理者 の注意 義務

    を持っ て使 用、管理 しなけ れば ならない 。なお 、消 耗品につ いては 乙所

    定の保 管要 領に従う ものと する 。  

 ２．   甲は 、機 械および 消耗品 が乙 の所有で あるこ とを 示す表示 等を棄 損す

    るなど 、機 械の現状 を変更 する ような行 為およ び消 耗品をほ かに流 用す

    る行為 をし てはなら ない。  

 

（設置場 所の変 更）  

第 10 条   甲は 、第 ３条所定 の設置 場所 を変更す る場合 は、あらかじ め乙に 通知

    し、乙 の承 認を得な ければ なら ない。こ の場合 にお いて、機 械の移 動は

    乙が実 施す るものと する。  

 ２．   乙は 、前 項の規定 により 機械 を移動し たとき は、 それらに 要する 費用

    を甲に 対し て請求す ること がで きる。  

 

（保険）  

第 11 条   乙は機 械 につき、 乙の費 用で 動産総合 保険を 付保 するもの とする 。  

 

（損害賠 償）  

第 12 条   乙は 、甲 が故意ま たは重 過失 によって 機械に 損害 を与えた 場合は 、そ

    の賠償 を甲 に対して 請求す るこ とができ る。  

 ２．   前項 の場 合におい て、動 産保 険で補填 された 損害 に対して は、前 項の

    規定に かか わらず乙 は甲に 請求 しないも のとす る。  

 

（機密の 保持）  

第 13 条   乙は、保 守の実施 にあた って 知り得た 甲の業 務上 の機密を 外部に 漏ら

    したり 、ま たは他の 目的に 利用 してはな らない 。  

 

（契約の 解除）  

第 14 条   甲また は 乙は、原 則とし て１ ヶ月前に 文書に よっ て相手方 に通知 する

    ことに より この契約 を解除 する ことがで きる。  

 ２．   甲ま たは 乙は、相 手方が 正当 な理由な くして この 契約の条 項に違 反し

    たとき は、 文書によ って相 手方 に通告し 、この 契約 を解除す ること がで

    きる。  

 ３．   甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除すること

ができるものとする。  

（１）  乙が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することがで

きないとき。  

   （２）  乙、乙の役員等（乙の代表者もしくは役員またはこれらの者から



甲との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。）または  

乙の経営に実質的に関与している者が次のいずれかに該当すると

き。  

ア  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第 77 号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以

下「暴力団」という。）であると認められるとき。  

       イ  法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）

であると認められるとき。  

       ウ  自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者

に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用して

いると認められるとき。  

       エ  暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供

与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力

し、または関与していると認められるとき。  

       オ  暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい

ると認められるとき。  

       カ  暴力団、暴力団員または前記ウからオまでのいずれかに該当する

者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている

と認められるとき。  

 

（誓約書の提出）  

第 15 条   乙は、滋賀県暴力団排除条例（平成 23 年滋賀県条例第 13 号）の  

趣旨にのっとり、暴力団等に該当しないことを表明・確約するため、

別紙の「誓約書」を契約締結時に甲に提出するものとする。  

 

 

（機械お よび消 耗品 の返還）  

第 16 条   第２条 の 規定によ りこの 契約 が終了し た場合 また は第 14 条の規定に

よりこの 契約が 解除 された場 合は、 乙は 機械およ び消耗 品を 速やかに 撤

去しなけ ればな らな い。  

 

（保守サ ービス の条 件）  

第 17 条    第７条 第 １項に規 定する「点 検、調 整」に ついて は、毎 月１回 、定期

的に実施 するも のと する。ま た、第 ７条 第２項に 規定す る「 速やかに 」

とは甲に よる連 絡か ら 60 分以内 を目安 と する。た だし、この 目安は、乙

所定の営 業所時 間内 に行われ るもの に限 る。  

 

（機械の 保守点 検時 の自動車 の利用 ）  

第 18 条   乙は、機 械の保守 点検時 等に 自動車を 使用す る場 合は、アイ ドリン グ・

    ストッ プを 励行する ととも に経 済速度で の運転 等環 境にやさ しい運 転に

    努める もの とする。  

 

（その他 ）  

第 19 条   この契 約 に定めの ない事 項に ついては 、必 要に応 じ て甲乙協 議のう え、

    これを 定め るものと する。  

 

 上記契 約の証 とし て、本書 ２通を 作成 し、甲乙 記名押 印の 上それぞ れ１通 保持

する。  



 

 

   令 和４年 １０ 月  日  

 

 

          甲   彦根市 八坂 町２５０ ０  

               公立大 学法 人滋賀県 立大学   

                理事 長  廣川  能 嗣      印  

 

 

 

 

 

                    乙   （  落  札  業  者  ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別  記   

         

（契約対 象機械 およ び設置場 所）  

                                  

  機種  型式   

 

  機械番号  

 

     設  置  場  所  

 

  

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

（複写サ ービス 料金 ）  

  複写 サービ ス料 金（用紙 は除く ）は 次のとお りとす る。  

    １ヶ月の総 複写 枚数から 後記の ２に 該当する 枚数を 控除 した複写 枚数に その

該当する 下記の 単価 を乗じて 得た額 とす る。  

 

                                               (消費 税は含ま ない ) 

 機種および 型式  

 

 

 

 複写サ ービス 料金   

月間控除 金額  

 

 

  １ヶ月 の複写 枚数   単  価  

    (円 ) 

 

 

 

          枚まで  

     枚から    枚まで  

          枚以上  

  

  

 

    

    

 

                                                

１．この 契約に おけ る１ヶ月 とは月 の初 日から末 日まで をい う。  

２．乙の 技術員 が複 写機の保 守にあ って 、複写機 の点検 と調 整のため 使用し た複

 写およ び乙の 責に 帰すべき 原因で の不 良の複写 が生じ た場 合、当該 複写枚 数を

 １ヶ月 の複写 枚数 から除く ものと する 。  

３．料金 の請求 にあ たり、円 未満の 端数 は切り捨 てるも のと する。  

 

 


